
様式第２号（第６条関係） 

会 議 概 要 

会 議の 名称 令和７年度第２回湧別町部活動地域移行検討委員会  

開 催 日 時 
令８年３月２４日（火）     １８時００分 開会 

                １９時００分 閉会 

開 催 場 所 湧別町文化センターさざ波 多目的ホール 

出 席 者 名 

委員～黒川、工藤、川上、早川、豊原、藤井、下田、牧村、畠山、 

片岡、遠藤、黒田 各委員１２名 

教委～阿部教育長、西海谷課長、佐藤課長、綾部室長、藤本主幹、 

福山主査 ６名 

欠 席 者 名 若松委員、今野委員、豊田委員、兼田委員、石川委員 

傍 聴人 の数 なし 

会 議の 内容 

１．開 会 

２．委員長挨拶 

３．教育長挨拶 

４．報告事項 

（１）部活動関係者との打ち合わせ結果について 

（２）部活動指導員の配置について 

（３）中学校軟式野球クラブの設立及び野球部活動の方向性につ

いて 

５．その他  

(１) 湧別町地域展開検討委員会について 

 

６．閉 会 

会 議 資 料 令和７年度第２回湧別町部活動地域移行検討委員会議案 

会 議 録 
■ 有 （ □全文筆記   ■要点筆記 ） 

□ 無 

備 考  

 



（てん末書用紙） 

湧 別 町 1

て ん 末 書 

                       記録者職氏名 

社会教育課  

主   幹 藤 本 祐 司 

１ 日 時 

令和８年３月２４日（火)  １８時００分～１９時００分 

２ 会 場 

文化センターさざ波（多目的ホール） 

３ 会議及び用務 

第２回湧別町部活動地域移行検討委員会 

４ 参加者 

 ・検 討 委 員：黒川委員長、工藤副委員長、川上、早川、豊原、藤井、下田、牧村、畠

山、片岡、遠藤、黒田 各委員  １２名 

 ・教育委員会：阿部教育長、西海谷課長、佐藤課長、綾部室長、藤本主幹、福山主査 

                         ６名       合計１８名 

５ 結果要旨 

（１）開   会  西海谷課長 

（２）委員長挨拶  黒川会長 

（３）教育長挨拶  阿部教育長 

（４）報告事項    

 ①部活動関係者との打ち合わせ結果について 

 ・各部活動ごとに実施結果を報告した。 

 ②部活動指導員の配置について 

 ・バスケットボール部に５名（上湧別学園、ゆうべつ学園）、吹奏楽部に１名（上湧別学

園、ゆうべつ学園）の計６名を部活動指導員として任用する旨を報告した。（任用期間

は令和８年４月１日～令和９年３月３１日までの１年間） 

 ③中学軟式野球クラブの設立及び野球部活動の方向性について 

 ・湧別ベースボールクラブ代表の畠山氏より設立の経緯などについて別紙資料に基づき

説明。 

 ・野球部の方向性として、令和９年度の「全日本及び中体連」の大会終了後を目途に、

学校部活動を地域クラブへ移行することを報告した。これに伴い、学校及び保護者宛

の文書を送付する予定。 

 【質疑応答】 

工 藤→男子バスケットボール部の見学に行った時、部活動の地域移行に関して数年前は

あまり関心が見られなかったが、最近になって保護者の関心が高まっている様子

を感じた。 



（てん末書用紙） 

湧 別 町 2

    一部の保護者からは、「部活動が無くなってしまうのではないか」と不安の声が上

がっている。また、検討委員会で協議された内容が十分に伝えられていない状況

に対し、「決定事項だけでも構わないので、情報を提供して欲しい」という意見も

寄せられている。 

野球のクラブチームが平日午後８時半頃まで活動していると保護者にも話が入っ

ており、「部活動が無くなった場合、他の競技も同様の時間帯に活動するようにな

れば勉強する時間が削られるのでは」という不安の声が上がっている。一方で、

保護者からは、「放課後そのまま学校に残れることで移動の手間が省け、効率的に

練習できる」など、部活動のメリットを評価する意見も寄せられている。こうし

た点を踏まえ、今後の運営について慎重に考える必要がある。 

黒 川→情報発信の方法がまだ明確ではない部分もあるため、決定事項や今後の見通しに

ついて、何らかの形で提供していくことを検討する必要がある。 

藤 本→今回の部活度関係者との打ち合わせでは、情報の共有が遅れたことで先生方が困

惑される場面があった。この点を反省し、今後は検討委員会での決定事項を速や

かに学校と連携して伝達するようにしていきたい。 

豊 原→学校現場では、学校と社会教育との役割分担が曖昧になり、情報伝達のすみ分け

に悩むことがある。特に保護者への不安に関する情報について学校がどこまで伝

えるべきか明確にし、役割を整理する必要がある。また、学校側が責任を持って

「地域移行についてはこうです」と明確に伝えられない現状があるため、情報伝

達のすみ分けについても検討いただきたい。 

黒 川→国の方針や「何年度までにどうするか」という方向性を保護者にも分かりやすく

提示する必要がある。全ての部活動が地域クラブに移行するわけではなく、学校

に残る部活動もあるため、まだ明確ではない。学校や保護者に対し、情報共有を

図る必要がある。 

西海谷→情報の発信が不足していた点について反省している。野球の地域クラブへの移行

をきっかけに、今後他の部活動も地域クラブへの移行に向けて検討していく必要

がある。検討委員会で協議されたことを学校や保護者へ情報を発信できる体制を

整備していきたい。 

（５）その他について 

 ①湧別町地域展開検討委員会について 

 ・委員の任期は３月３１日をもって任期満了となるが、国が新たに令和８年度から令和

１３年度の６年間を「改革実行期間」と定められたため、今後も地域展開を目指し、

さらに協議を進めるため、新年度４月に改めて各学園やスポーツ・文化団体などに対

し、委員の推薦を依頼する旨説明した。 

・豊原委員より、令和８年度に向けて年間の会議のスケジュールや会議内容の見通しを

提示して欲しいとの意見があったため、提示できるよう検討する。 

（６）閉 会 



令和７年度 第２回湧別町部活動地域移行検討委員会議案 
 

日 時：令和８年３月２４日（火） 

    午後６時００分より 

会 場：湧別町文化センターさざ波   

   

１．開  会 

 

 

２．委員長挨拶  

 

 

３．教育長挨拶 

 

 

４．報告事項 

（１）部活動関係者との打ち合わせ結果について           資料１ 

（２）部活動指導員の配置について                 資料２ 

 （３）中学軟式野球クラブの設立及び野球部活動の方向性について   資料３ 

 

５．その他 

（１）湧別町地域展開検討委員会について              資料４ 

 

 

６．閉  会 

 



湧別町部活動地域移行検討委員会委員名簿 （ ◎委員長 〇副委員長 ） 

  任期：令和 5 年 10 月 26 日～令和 8 年 3 月 31 日 

  （太字の３名は令和 6 年 4 月 26 日～） 

No 区分 住所 氏名 役職等 

1 １
号
委
員 

䥹
学
校
教
育
関
係
者
䥺 

湧別町錦町 186 番地の 19 若松 征一 ゆうべつ学園校長 

2 湧別町芭露 450 番地の 1 川上 智広 芭露学園校長 

3 
湧別町中湧別南町 844 番

地の 1 
今野 博友 湧別高等学校校長 

4 
湧別町湧別町中湧別南町

956 番地 
早川 大介 上湧別学園校長 

5 湧別町錦町 266 番地の 2 豊原 隆之 ゆうべつ学園教頭 

6 
遠軽町西町 3 丁目 4 番地

25 
豊田 修司 上湧別学園教諭 

7 湧別町芭露 450 番地の 1 藤井 陽平 芭露学園教諭 

8 ２
号
委
員 

䥹
ス
ポ
䤀
ツ
・
文
化
活
動
関
係
者
䥺 

湧別町中湧別南町 902 番

地の 1 
◎黒川 隆 体育協会会長 

9 
湧別町北兵村一区 97番地

の 35 
下田 英人 スポーツ少年団本部長 

10 
湧別町北兵村三区 513 番

地の 13 
牧村 宣幸 スポーツ少年団事務局長 

11 湧別町栄町 145 番地 畠山 智光 
野球少年団指導者 

（湧別マリナーズ） 

12 
湧別町上湧別屯田市街地

53 番地の 26 
兼田 真一 

サッカー少年団指導者 

（FC Miragross Jr.） 

13 湧別町錦町 186 番地の 14 石川 克已 スポーツ推進委員長 

14 
湧別町中湧別南町 1011番

地の 14 
片岡 幸生 

文化連盟理事 

上湧別吹奏楽団代表 

15 ３
号
委
員 

䥹
有
識
者
䥺 

湧別町登栄床 349 番地 〇工藤 雄希峰 社会教育委員 

16 湧別町栄町 35 番地の 16 遠藤 道代 
前ゆうべつ学園ＰＴＡ会

長 

17 
湧別町中湧別東町 352 番

地の 1 
黒田 まどか 上湧別学園ＰＴＡ役員 

 



学校部活動関係者との打ち合わせ結果について 資料１

月日・会場 部活動名 出席人数 まとめ 結果

11月17日
（月）

さざ波

バスケット
ボール部

上湧別学園(顧問）　 １名
ゆうべつ学園（顧問）１名
部活動サポーター  　４名
ミニバス指導者　     2名
　　　　　計 　　 　　　  8名

顧問が部活動に関わる間は、指導の中心を顧問が担うが、今
後、部活動指導員としての関わり方を模索するためにも、一
定期間共に活動する必要がある。
経験の浅い先生が顧問となった場合、休日の部活動指導員か
ら学んだ内容を平日の部活動に取り入れる形で進めることが
望ましい。

11月28日
（金）

さざ波
吹奏楽部

上湧別学園(顧問）   ２名
ゆうべつ学園(顧問）2名
部活動サポーター　  ２名
　　　　　計　　　　　　  ６名

顧問からサポーターの川村氏を部活動指導員として望む意見
があり、本人も部活動指導員の意思を確認した。

12月1日
（月）

さざ波

バレーボー
ル部

上湧別学園(顧問）   1名
ゆうべつ学園（顧問）2名
部活動サポーター　  ３名
　　　　　計　　　　　　  ６名

休日の合同練習では顧問全員で指導しているため、サポー
ターの必要性は感じられなかった。今後はサポーターが来る
日を活用し、顧問が交代で休める体制を整えながら、徐々に
関わりを深める。

12月1日
（月）

さざ波

ソフトテニス
部

上湧別学園(顧問） 　1名
部活動サポーター  　2名
　　　　　計　　　　　　  ３名

「ハードな運動は避けたいけどスポーツはしたい」という生徒た
ちが安心して活動できる場である。サポーターが生徒を見てく
れるのは助かる。練習相手が不足しているため、サポーターの
つながりを生かして町内の高校生などと一緒に練習できれば、
町外に練習試合に連れて行かなくても済む。

11月25日
（火）

さざ波
野球部

上湧別学園(顧問） 　１名
ゆうべつ学園（顧問）2名
芭露学園　　　      　 2名
部活動サポーター 　 １名
野球連盟　　　       　２名
ベースボールクラブ  １名
マリナーズ　　      　 ４名
　　　　　計　　　　 　 １３名

マリナーズの指導者より、令和8年4月から新たに「クラブチー
ム」として本格的に活動を始めたい意向が示された。これを受
け、野球連盟において、顧問とクラブチーム双方から話を聞き、
内容がまとまり次第、改めて打ち合わせを行うこととした。

改めて打ち合わせを実施する。

【部活動の関わり方】
実際に顧問の指導方法や生徒の様子を
見学し、学校の状況を把握した上で、
段階的に部活動への関わりを深めてい
くこととした。（２月～３月）

【部活動の日程調整】
学校より各月の部活動日程表を提供い
ただき、教育委員会と連携しながら、
サポーターの方と日程調整を進めるこ
ととした。

【学校管理職との面談】
初回は校長、教頭との面談および打ち
合わせを実施することとした。

【保護者への周知】
保護者へサポーターが関わることにつ
いて文書で周知することとした。



資料２

区分
【バスケットボール部】

上湧別学園
ゆうべつ学園

【吹奏楽部】
上湧別学園
湧別学園

【バレーボール部】
上湧別学園
ゆうべつ学園

【ソフトテニス部】
上湧別学園
ゆうべつ学園

【野球部】
上湧別学園
ゆうべつ学園
芭露学園

部活動指導員

今　　清人（栄町）
草薙　　誠（登栄床）
長久保大輔（計呂地）
濱野　将伸（中町）
花山　麗音（北見市）
　　　　　　　５名

川村　光旦（北兵村１区）
　　　　　　　　　　　１名

− － －

協力者
（ボランティア）

工藤雄希峰（登栄床）
宮嶋　徳子（屯市）
　　　　　　　２名

工藤雄希峰（登栄床）
宮嶋　徳子（屯市）
　　　　　　　　　　　２名

宮野　拓也（川西）
谷口　則和（屯市）
工藤雄希峰（登栄床）
宮嶋　徳子（屯市）
　　　　　　　　４名

工藤雄希峰（登栄床）
宮嶋　徳子（屯市）
　　　　　　　　　　２名

唐川　昌尚（緑町）
畠山　智光（栄町）
菅井　慎也（川西）
前田　知輝（北見市）
工藤雄希峰（登栄床）
宮嶋　徳子（屯市）
　　　　　　　　　６名

※部活動指導員の任用期間は令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで

部活動指導員の配置について



学校部活動サポーター申し込み状況 R8.3.18現在 資料２
NO 氏　　名 年齢 性別 住所 職業 指導・協力内容 種　　　目 指導歴・競技歴 資　格

1 唐川
カラカワ

 昌
マサ

尚
ナオ

49 男性 緑町 会社員
技術指導、練習相手、体力づくり、見守
り、準備・片付け

野球 指導歴10年、野球歴40年

2 畠山
ハタケヤマ

 智光
トモミツ

43 男性 栄町 自営業
技術指導、練習相手、体力づくり、見守
り、準備・片付け

野球 少年野球指導歴7年 公認学童コーチ

3 菅井
スガイ

 慎也
シンヤ

42 男性 川西 自営業 練習相手、準備・片付け、見守り 野球
野球競技歴（小学1年生～高校3年生まで）、マリ
ナーズコーチ5年

4 前田
マエダ

 知
 トモキ 

輝 30 男性 北見市 会社員 技術指導、練習相手、体力づくり、見守り 野球 野球競技歴（小学1年生～大学4年生まで）

5 今
コン

　清人
キヨト

46 男性 栄町 会社員 技術指導、見守り バスケットボール
ミニバス指導歴5年、バスケットボール競技歴
（中学から高校まで）

JBA公認E級コーチ

6 草薙
クサナギ

　誠
マコト

42 男性 登栄床 自営業 技術指導、練習相手 バスケットボール ミニバス指導歴５年
JBA公認D級コーチ
JBA公認E級審判

7 長久保
ナガクボ

大輔
ダイスケ

36 男性 計呂地 会社員
技術指導、体力づくり、練習相手、準備・
片付け

バスケットボール
小学生、高校生、クラブーム指導歴15年、バス
ケットボール競技歴25年

JBA公認E級コーチ
JBA公認E級審判

8 濱野
ハマノ

 将
マサ

伸
ノブ

31 男性 中湧別中町 会社員
技術指導、体力づくり、準備・後片付け・
見守り・事務（各練習予定日等の日程調
整ほか）

バスケットボール 指導歴10年（少年団、中学校）
JBA公認D級コーチ
JBA公認C級審判
JBA公認キッズサポーター

9 花
ハナ

山
ヤマ

 麗
ヒロ

音
ト

27 男性 北見市 自動車整備士技術指導、体力づくり、練習相手 バスケットボール
遠軽高校、遠軽南中学校において指導経験有、
バスケットボール競技歴13年(小学３年生～高
校3年～自衛隊バスケ部)

10 宮野
ミヤノ

 拓
タク

哉
ヤ

56 男性 川西 会社員
技術指導（仕事が休みの時に限る。月１～
２回程度）

バレーボール
バレーボール競技歴（高校３年、大学４年、一般
10年）

11 谷口
タニグチ

 則
ノリ

和
カズ

68 男性
上湧別屯田市街
地

無職
練習相手、準備・片付け、見守り（少年団
の練習日以外に可能）

バレーボール
バレーボール指導歴８年（少年団コーチ）
バレーボール（高校３年間）

12 川村
カワムラ

 光旦
テルアキ

35 男性 北兵村１区 自営業 技術指導 吹奏楽部
上湧別学園、ゆうべつ学園で現在指導、ピアノ歴
１１年、クラリネット学生時代歴４年＋社会人後８
年、合唱歴４年

13 工藤
クドウ

雄希
ユキ

峰
タカ

43 男性 登栄床 自営業 体力づくり、準備・片付け、見守り

野球、バレーボー
ル、バスケットボー
ル、ソフトテニス、
バドミントン、吹奏
楽

市民マラソン競技歴25年　湧別町子ども会事業
指導歴10年

14 宮嶋
ミヤジマ

 徳
ノリ

子
コ

57 女性
上湧別屯田市街
地

自営業
見守り、 メンタルトレーニング、
準備・片付け

野球、バレーボー
ル、バスケットボー
ル、ソフトテニス、
バドミントン、吹奏
楽

原田メソッド認定パートナー
（原田メゾットとは、大谷翔平選手が夢を叶え続
けている目標達成メゾットです。農家なので繁忙
期はお休みさせていただければと思います。）



  湧別町立の義務教育学校部活動指導員配置事業実施要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、湧別町立義務教育学校（以下「義務教育学校」という。）における部

活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則（昭和 22

年文部省令第 11 号）第 78 条の２に規定する部活動指導員（以下「指導員」という。）

を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （身分） 

第２条 指導員は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 17 条及び第 22 条の２に規

定する会計年度任用職員とする。 

 （任用条件） 

第３条 指導員は、義務教育学校において部活動等に係る知識や技術を有し、かつ、学校

教育に理解を有する者のうちから、湧別町教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が任用する。 

２ 指導員は、指導員として適格性を有すると認められ、かつ、学校教育法（昭和 22 年法

律第 26 号）第９条各号及び地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条各号のいず

れにも該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等の公認指導者資格又は同等の指導者資格を有す

る者 

(2) 学校の部活動又は地域でのスポーツ若しくは文化活動において指導を経験した者

等で、校長が指導者としてふさわしいと判断した者 

(3) 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）第４条第１項に規定する普通免許状、

特別免許状又は臨時免許状を有する者 

 （配置申請及び決定） 

第４条 指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書（様式第１号）により、

湧別町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出するものとする。 

２ 教育長は、前項の申請書の内容を審査の上、部活動指導員配置決定通知書（様式第２

号）により、校長に通知する。 

 （任用期間） 

第５条 指導員の任用期間は、会計年度により１年を超えない範囲とし、年度途中に任用

された場合は、当該年度中とする。 

２ 指導員は、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日
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の 30 日前までに申し出なければならない。 

 （職務） 

第６条 指導員は、「湧別町の部活動の在り方に関する方針」に基づき、校長の指導及び

監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。 

(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導 

(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率 

(3) 用具、施設の点検及び管理 

(4) 部活動の管理運営 

(5) 部活動中の生徒指導 

(6) 事故が発生した場合の対応 

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの 

２ 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故

が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図ることとする。 

 （勤務時間等） 

第７条 指導員の任用期間における勤務日及び勤務時間は、校長が別に定める。 

 （実績報告の提出） 

第８条 校長は、指導員の勤務があった月には、翌月の２日までに部活動指導員勤務実績

報告書（様式第３号）を教育長に提出しなければならない。 

（報酬及び費用弁償） 

第９条 指導員の報酬は、部活動指導員勤務実績報告書に基づき月単位で算定する。 

２ 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、湧別町会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第 26 号）の規定に基づき

支給する。 

３ 指導員が報酬又は費用弁償を辞退したときは、前２項の規定にかかわらず支給しない

ことができる。 

 （公務災害） 

第 10 条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、町村非常勤職員の公務災

害補償等に関する条例（平成 31 年北海道市町村総合事務組合条例第６号）の規定に基づ

き、当該災害に対する補償を行うものとする。 

 （服務） 

第 11 条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、校長の監督を受け、その職務上の



命令に従わなければならない。 

２ 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 

３ 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後

も、同様とする。 

 （退職及び解職） 

第 12 条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても、こ

れを退職させ、又は解職することができる。 

(1)  指導員から退職の願いがあったとき。 

(2)  心身の故障により職務の遂行に支障があり、これに堪えられないとき。 

(3)  指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。 

(4)  第 11 条に規定する服務に違反したとき。 

(5)  教育長が指導員の任用の必要がなくなったと認めたとき。 

 （その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第４条の規定による配置申請及び決定の行為は、この要綱の施行の日前においても行

うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料3

学校（顧問） 部活動サポーター 野球連盟 軟式野球クラブ
（部活動サポーター） マリナーズ

2月16日
（月）
さざ波

野球部

上湧別学園
柳川　智紀

ゆうべつ学園
髙橋　由耶

芭露学園
藤井　陽平
佐藤　優好

宮嶋 徳子
工藤雄希峰
（検討委員会
副委員長）

下田 英人
唐川 昌尚
畠山 智光
菅井 慎也

平田 　弥

①北海道軟式野球連盟の登録手続
きがうまく進めば、令和９年度の秋
季大会（新人戦）にクラブチームとし
て出場できるよう引継ぎを進めた
い。

②佐呂間町と合同チームを組んでい
ることから、両町の顧問が意見交換
を行い、その内容を各学校に持ち
帰った上で、２月中に教育委員会に
報告する。

③令和８年４月の新入生について
は、8年生の秋に部活動が終了する
ため、地域クラブでの活動を選択す
るか、部活動に入った後に地域クラ
ブで継続するかを生徒に周知し選択
肢を与える必要がある。

①令和９年度の「全日
本及び中体連」の大会
終了後を目途に、「学
校部活動をクラブチー
ム」へ移行する。

②部活動地域移行検討
委員会において、野球
部の方向性について報
告し、承認を得た上
で、学校及び保護者宛
の文書を送付する。

中学校軟式野球クラブの設立及び野球部活動の方向性について

結果月日・会場 部活動名

出席者

まとめ



 

○湧別町部活動地域展開検討委員会設置要綱 

令和５年９月７日 

教育委員会告示第14号 

（設置） 

第１条 湧別町立義務教育学校後期課程の生徒が、将来にわたってスポーツや文化活動に継

続して親しむことができる機会の確保に向け、学校部活動から地域クラブ活動への移行を

検討するため、湧別町部活動地域展開検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置

する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。 

(1) 部活動の地域展開に係る調査、研究及び情報収集に関すること。 

(2) 部活動の地域展開に係る取組方針及び運営体制に関すること。 

(3) その他部活動の地域展開に関し、必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員18人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから湧別町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が

委嘱する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) スポーツ・文化活動関係者 

(3) 有識者 

(4) その他教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再委嘱を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、検討委員会を代表し、検討委員会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長がその議
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長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（報酬） 

第７条 委員の報酬は、無報酬とする。 

（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年12月３日教委要綱第18号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



OKHOTSK YUBETSU BASEBALL CLUB『CS TREASURE』（トレジャー） 代表：畠山智光 

① チーム立ち上げの動機・背景 

• なぜこのチームを立ち上げようと思ったのか。 

湧別町部活動地域移行検討委員として話し合いを重ねる中で、湧別マリナーズの活躍や次男の後期課程

進学を契機に、部活動地域移行の受け皿が必要だと感じ、湧別町教育委員会や地域の方々と話し合い、

湧別町を拠点とする中学軟式野球クラブチームの設立を決意しました。 

• 指導者として「今、必要だ」と感じた理由 

高校野球への練習量確保や、減少する地方の子ども達が安心して野球に取り組める環境を作りたいとい

う思いから、湧別町の充実した設備を活用し、協力者や支援者の後押しを受けて「今がチャンス」と感

じ、クラブチームの立ち上げを決断しました。 

② チームコンセプト・方針 

• チームとして最も大切にしている考え方 

野球の向上だけでなく、心身の鍛錬や礼儀を重んじ、「感謝の心」を育てることを願っています。指導者

、選手、保護者が協力し、「仲良く、そして強く、湧く湧くするチーム」の結成を目指し、高校野球への

架け橋となるチームを目指します。 

• 他チームとの違いや、特色があれば 

本球団は、湧別町を拠点とし、湧別町・佐呂間町・遠軽地区・紋別地区の中学生を主体とし、野球の技

術の向上や心身の鍛錬を通じて健全な人材育成をめざします。保護者の皆さまの協力に支えられ、練習

や活動を通じて信頼と絆を深め、柔軟で開かれたチームづくりを目指しています。 

③ 目指すチーム像 

• どのような選手・チームに育ってほしいか 

CS TREASURE（トレジャー）というチーム名は、北海道チャンピオンシップ協会の助言や支援、そして多

くの人々との出会いへの感謝を込めています。「CS」はその恩に敬意を表し、「TREASURE」には仲間や家族

などの大切な存在、人生の宝物を意味しています。選手や保護者が一生の仲間や大切な絆を築いて欲しい

という願いを込めて命名しました。 

• 技術面だけでなく、人としての成長について 

「礼儀・感謝・自主性・凡事徹底」を重んじ、まずは勝つこと以上に「一人の人間」としての成長に力

点を置く。 

④ 指導体制・スタッフ紹介 

• 監督・コーチのお名前 

代   表：畠山智光 JSBB 公認学童コーチ、公認スタートコーチ（ジュニア・ユース）、 

公認野球指導者（U12・U15）保有 

監   督：唐川昌尚（旭川実業高校出身）湧別マリナーズ指導者・社会人軟式野球「湧別クラブ」監督 



コ ー チ：前田知輝（遠軽高校出身） 

    ：菅井慎也（遠軽高校出身）湧別マリナーズ 

    ：石山飛翔（事務局兼）コーチ１保有 

• 指導において大切にしている信念や想い 

子ども目線に立つこと。大人の価値観や知識を一方的に押しつけるのではなく、選手の感情や理解度、

選手に合わせて共感し、対等な立場で関わり、安心感と自信を与え、信頼関係を深めていく。 

⑤ 活動 

• 主な活動日・活動時間 

練 習 日：月・水・金・土・日・祝祭日 （状況に応じ変動） 

・平日は午後５時半～午後８時半まで  

・土・日・祝祭日は午前９時から 12 時 午後１時から午後５時まで  

※令和８年度は「チャンピオンシップ協会主催の大会」へ出場します。中学部活動の大会日程などは把握済

みです。 

入団資格：現 小学６年生～中学３年生 女子メンバー大歓迎 

    ・中学校部活動との併用（掛け持ち）可能 （部活動を優先していただいて構いません。） 

    ・ガールズ大会への参加もバックアップします。 

＊選手の疲労に応じて「休む」という選択肢も尊重します。 

＊定期的に櫻井佑樹さん（櫻井鍼灸整骨院（遠軽町））によるトレーニングを実施いたします。 

宿泊施設：遠方から通う選手の送迎負担軽減のため宿泊受け入れ可能。 

• 練習場所 

湧別運動公園（野球場）・中湧別野球場・すぱーく湧別（打撃マシーンあり）・中湧別屋内ゲートボール

場（打撃マシーンあり）・肩の元気なお父さん多数在籍予定 

⑥ 保護者・選手へ向けたメッセージ 

• これから入団を考えている選手・保護者への一言 

初年度は苦戦が予想されますが、あきらめず練習を重ね、全国大会を目指して高校野球への架け橋とな

るチームを目指します。選手や保護者が野球を通じて絆を深め、勝利への執念や感謝の気持ちを忘れ

ず、地域に夢と希望を与えるクラブチームを目指します。 


